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○音更町附属機関設置条例（抄）

平成２２年音更町条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除く

ほか、町の執行機関が設置する附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関

として、別表の第１欄に掲げる執行機関に、同表の第２欄に掲げる附属機関を設置し、そ

の担任する事項は同表の第３欄に掲げるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関は、別表の第４欄に掲げる委員をもつて組織し、その任期は同表の第５欄

に掲げるとおりとする。

（委任）

第４条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規

則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

２～５ （略）

別表（第２条、第３条関係）

附属機関の属
附属機関 担任する事項 委員の定数 委員の任期

する執行機関

町長 （略） （略） （略） （略）

音更町男女共同参画計画 男女共同参画社会基本法（平 １０人以内 審議を行い、

審議会 成１１年法律第７８号）第１４ 答申が終了す

条第３項の規定に基づく音更町 るまでの期間

男女共同参画計画に関する審議

を行うこと。

（略） （略） （略） （略）

教育委員会 （略） （略） （略） （略）
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